
617. 10. 1

平
成　

年　

月
か
ら

17

10

介介介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護護護
保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険
制制制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度度度
がががががががががががが
一一一一一一一一一一一一
部部部部部部部部部部部部
改改改改改改改改改改改改
正正正正正正正正正正正正
ささささささささささささ
れれれれれれれれれれれれ
まままままままままままま
すすすすすすすすすすすす
！！！！！！！！！！！！

介
護
保
険
制
度
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
す
！

　

こ
れ
ま
で
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

は
、
居
住
費
（
光
熱
水
費
な
ど
）
や

食
費
の
一
部
は
介
護
保
険
か
ら
給
付

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
在
宅
で
生
活

す
る
要
介
護
者
の
方
は
、
介
護
給
付

の
自
己
負
担
の
ほ
か
に
居
住
費
（
家

賃
や
光
熱
水
費
な
ど
）
や
食
費
を
負

担
し
て
い
ま
す
。
施
設
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
と
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
費

用
負
担
を
公
平
に
す
る
た
め
に
見
直

し
が
行
な
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
方
や
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
に
は
、
施
設
利
用
が
困
難
と
な
ら

な
い
よ
う
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、

負
担
上
限
額
が
次
の
と
お
り
設
定
さ

れ
ま
す
。

　

介
護
保
険
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健

施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
）
の
長
期
入
所
や
短
期
入
所
の

利
用
に
際
し
、
食
費
や
居
住
費
が
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
や
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
（
デ
イ
ケ
ア
）
の
利
用
者
の
食
費
に
つ
い
て
も
自
己
負

担
に
な
り
ま
す
。

施
設
な
ど
の
利
用

料
が
変
わ
り
ま
す

　

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
に
支
払

う
1
割
の
利
用
者
負
担
が
、
下
表
の

金
額
を
超
え
た
と
き
、
そ
の
超
え
た

分
が
介
護
保
険
か
ら
払
い
戻
さ
れ
ま

す
。

　
　

月
サ
ー
ビ
ス
提
供
分
か
ら
年
金

10
収
入
な
ど
が　

万
円
以
下
の
方
な
ど

80

は
月
額
上
限
額
が
下
記
の
と
お
り
改

正
さ
れ
ま
す
。

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
利
用
者
負
担
の
上
限

額
が
改
正
さ
れ
ま
す

食  費
居住費（居住の種類により異なる）

区  分対　象　者
ユニット型個室ユニット型準個室従来型個室多床室

300円820円490円
�320円
�490円

　　０円
利用者負担

第１段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者市
町
村
民
税
非
課
税
者

世
帯
全
員
が

390円820円490円
�420円
�490円

320円
利用者負担

第２段階

課税年金収入額と合計所得金
額の合計が８０万円以下の方

650円1,640円1,310円
�820円
�1,310円

320円
利用者負担

第３段階

利用者負担第２段
階以外の方

1.380円1,970円1,640円
�1,150円

320円基　準　費　用　額
�1,640円

※市町村民税課税世帯の方は、基準費用額が自己負担額になります。

※�は特別養護老人ホーム（ショートステイ含む）の場合

※�は老人保健施設（ショートステイ含む）、介護療養型医療施設（ショートステイ含む）の場合

介護保険に関する問い合わせ・相談は

本庁介護保険課　　　　　�95-1111（577）

河北総合支所福祉課　　　�62-2116

雄勝総合支所保健福祉課　�57-3611

河南総合支所福祉課　　　�72-2113

桃生総合支所市民福祉課　�76-2111

北上総合支所保健福祉課　�67-2115

牡鹿総合支所保健福祉課　�45-2113

改  正  後現  　行対　　　象　　　者

15,000円15,000円
生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非
課税の方

15,000円24,600円
世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収
入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

24,600円24,600円上記以外の世帯全員が市町村民税非課税の方

37,200円37,200円市町村民税世帯課税の方

※高額介護サービス費の支給申請手続も改正され、平成17年10月サービス提供分か 
　らの支給申請は初回の申請のみで、その後利用しても申請手続きは不要となります。

　

今
年　

月
か
ら　

月
に
か
け

10

11

て
、
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
が
実

施
さ
れ
ま
す
。
道
路
交
通
セ
ン

サ
ス
は
車
の
交
通
量
や
道
路
の

利
用
状
況
を
調
査
・
分
析
す
る

も
の
で
概
ね
５
年
ご
と
に
全
国

一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

調
査
は
、
�
平
日
・
休
日
一

日
の
交
通
量
観
測
や
混
雑
時
の

走
行
速
度
を
把
握
す
る
も
の
と
、

�
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
皆

さ
ん
の
お
宅
に
調
査
員
が
訪
問

し
、
特
定
日
の
車
の
使
い
方
に

つ
い
て
調
査
票
へ
の
記
入
を
依

頼
す
る
も
の
で
す
。

　

集
計
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
渋

滞
の
な
い
道
路
や
安
全
な
道
路
、

地
域
を
活
性
化
す
る
道
路
な
ど

の
整
備
計
画
を
立
て
る
際
に
活

用
さ
れ
ま
す
の
で
調
査
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
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毎
週
水
曜
日
に
実
施
し
て
い
ま
し

た
市
民
課
窓
口
の
時
間
延
長
日
が
、

　

月
か
ら
は
、
よ
り
多
く
の
利
用
が

10見
込
め
る
月
曜
日
に
変
更
し
ま
す
。

通
常
の
時
間
帯
で
市
役
所
に
来
ら
れ

な
い
方
は
、
ぜ
ひ
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
間　

平
成　

年
３
月
ま
で
の
毎
週

18

　
　
　

月
曜
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の

　
　
　

場
合
は
翌
火
曜
日
に
時
間
延

　
　
　

長
を
実
施
。）

時
間　

午
後
５
時　

分
〜
７
時

15

取
扱
業
務　

住
民
票
の
発
行
、
印
鑑

　
　
　

登
録
証
明
書
の
発
行
、
戸
籍

　
　
　

の
謄
抄
本
な
ど
の
交
付

時
間
延
長
で
対
応
の
で
き
な
い
も
の

�
印
鑑
登
録
な
ど
、
時
間
延
長
で
の

　

取
扱
い
業
務
以
外
の
業
務

�
転
入
、
転
出
、
転
居
な
ど
の
異
動

　

手
続
き
、
お
よ
び
戸
籍
に
関
す
る

　

届
出

※
支
所
お
よ
び
総
合
支
所
で
は
窓
口

　

の
時
間
延
長
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

証
明
書
自
動
交
付
機

　
　

休
日
で
も
利
用
で
き
ま
す
！

設
置
場
所
と
利
用
時
間

�
市
役
所
本
庁
舎
玄
関
ホ
ー
ル

　

毎
日
午
前
８
時　

分
〜
午
後
７
時

30

�
市
社
会
福
祉
協
議
会
ビ
ル
内
１
階

　

平
日
午
前　

時
〜
午
後
４
時

10

　

土
・
日
・
祝
日　

午
後
１
時
〜
７
時

※
自
動
交
付
機
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

　

暗
証
番
号
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　

カ
ー
ド
に
は
写
真
な
し
カ
ー
ド
と

写
真
付
き
カ
ー
ド
が
あ
り
、
写
真
付

き
の
場
合
は
身
分
証
明
書
と
し
て
利

用
で
き
ま
す
。

申
請
方
法

　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
、
官
公
署
発
行
の

写
真
付
き
の
免
許
証
、
証
明
書
、
資

格
証
明
書
）
を
提
示
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

身
分
証
明
書
と
し
て
ご
利
用
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
用
と

同
等
の
写
真
（
申
請
前
６
ヶ
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
無
背
景

の
縦　

�
×
横　

�
、
顔
の
大
き
さ

45

35

が
2
7
�
﹇
±
2
�
﹈）
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

受
付
時
間　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時　

分
30

交
付
手
数
料　
　

1
件　
　

円
500

カ
ー
ド
の
有
効
期
限　
　

年
間

10

　

総
合
支
所
、
支
所
で
の
交
付
申
請

の
場
合
は
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
で
も
申
請
か
ら
交
付
ま
で
１
週
間

ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

　

な
お
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
申
請
後
、
郵
便
で
本
人

確
認
を
行
い
ま
す
。
申
請
か
ら
交
付

ま
で
日
数
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

 
　

市
民
課
（
内
線　

・　

・　

）

260

261

441

問 住
民
基
本
台
帳
カ
ー

住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
交
付
サ
ー
ビ
ス

ド
の
交
付
サ
ー
ビ
ス

が
始
ま
っ
て
い
ま
す

が
始
ま
っ
て
い
ま
す

住民基本台帳カード�

生年月日�

�

�

�

連絡先�

△△市�

2013年○月△△日まで有効�

昭和**年**月**日�
�
�
�
△△市役所市民課　TEL：○○○－△△△－□□□�

性別 女�

住民基本台帳カード�

生年月日�

氏　　名�

住　　所�

�

連絡先�

△△市�

2013年○月△△日まで有効�

昭和**年**月**日�
住基　花子�
○○市△△町2町目2番1号�
�
△△市役所市民課　TEL：○○○－△△△－□□□�

性別 女�

希望すれば、住民基本台帳カード�
が交付されます�

希望すれば、住民基本台帳カード�
が交付されます�

高度のセキュリティ機能を備えたICカード�

カードには写真なしカードと写真付きカードがあり、�
写真付きのカードの場合は身分証明書として利用できます。�

写
真
な
し
カ
ー
ド�

写
真
付
カ
ー
ド�

申
込
期
間

　

平
成　

年　

月　

日 （
火
） ま
で

17

12

20

対
象
建
築
物

　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の

と
し
ま
す
。

　

な
お
、
先
に
実
施
し
た
石
巻
市

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

に
お
い
て
耐
震
診
断
の
総
合
評
点

が　

未
満
の
住
宅
の
方
も
対
象
と

1.0
な
り
ま
す
。

�
建
物　

在
来
軸
組
工
法
に
よ
る

　

木
造
の
個
人
住
宅
（
一
部
店
舗

　

等
併
用
住
宅
、
二
世
帯
住
宅
は

　

含
み
ま
す
が
、
構
造
が
丸
太
組

　

構
法
お
よ
び
プ
レ
ハ
ブ
構
法
の

　

住
宅
や
用
途
が
ア
パ
ー
ト
、
長

　

屋
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）

�
規
模　

３
階
建
て
以
下

�
建
築
時
期　

昭
和　

年
５
月　

56

31

　

日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
も
の

費
用
負
担

（
例
）延
べ
面
積　

�
以
下
で
既
存

２００

　
　

建
築
物
の
図
面
が
有
る
場
合

　
　

８
、
０
０
０
円

※
延
べ
面
積
に
よ
り
負
担
額
が
異

　

な
り
ま
す
。
ま
た
、
既
存
建
築

　

物
の
図
面
が
無
い
場
合
は
、
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

・ 
　

建
築
指
導
課

　
　
　
　

�　

－

１
１
１
１

95

　
　
　
　
　

（
内
線　

・　

・　

）

541

542

543

申

問

『
木
造
住
宅
耐
震
診
断
』
助
成
事
業
の
申
込
期 

  
間
を
延
長
し
ま
す

住宅診断の様子
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